
平成29年1月31日作成

Z:\07.行政書士\　Ｂ２）酒類販売免許7酒申請料金体系（社外秘）

酒免許申請料金＜改正：平成29年7月1日＞

業務内容
報酬

（税別）
登録免許税

Ａ

さくら税務顧問契約無
１号店新規開業
会計契約とセット

・１号店

１店舗　２０，０００円 ３０，０００円

１店舗　１００，０００円 １店舗　３０，０００円

２店舗　１５０，０００円 ２店舗　６０，０００円

３店舗　２００，０００円 ３店舗　９０，０００円

４店舗　２５０，０００円 ４店舗　１２０，０００円

※ １店舗増えるごとに
＋５０，０００円

※ １店舗増えるごとに
＋３０，０００円

・増店

１００，０００円 ３０，０００円

・移転

８０，０００円 ０円

１店舗　８０，０００円 １店舗　３０，０００円

２店舗　１２０，０００円 ２店舗　６０，０００円

３店舗　１６０，０００円 ３店舗　９０，０００円

４店舗　２００，０００円 ４店舗　１２０，０００円

※ １店舗増えるごとに
＋４０，０００円

※ １店舗増えるごとに
＋３０，０００円

・増店

８０，０００円 ３０，０００円

・移転

６０，０００円 ０円

【備考】

　■特急処理料金：報酬３５％割増

　　　ご依頼日からオープン日までの期間が2か月17日未満の場合特急処理料金を申し受けます。

　　　オーナー様がご署名押印された本依頼書が弊社に到着した日をもって依頼があったものとします。

　■取り下げ申請料金：10,000円（税別）

　　　酒類販売業免許申請を税務署に提出した後、税務署より酒類販売業免許申請の取り下げが必要と

　　　なった場合、酒類販売免許申請の取り下げ手数料10,000円（税別）を申し受けます。
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Ｃ
さくら税務顧問契約有

・個人成り
・法人成り

Ｂ

さくら税務顧問契約無
行政書士スポットのみ

・個人成り
・法人成り
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